
水質関係第５節

項目
類型

利用目的の適応性
基 準 値

水素イオン濃度（pH）＊ 生物化学的酸素要求量（BOD）＊ 浮遊物質量（SS）＊ 溶存酸素量（DO）＊ 大腸菌数＊

AA
水 道 １ 級
自 然 環 境 保 全
及びA以下の欄に掲げるもの

６．５以上
８．５以下 １mg/L以下 ２５mg/L以下 ７．５mg/L以上 ２０CFU

/１００mL以下

A

水 道 ２ 級
水 産 １ 級
水 浴
及びB以下の欄に掲げるもの

６．５以上
８．５以下 ２mg/L以下 ２５mg/L以下 ７．５mg/L以上 ３００CFU

/１００mL以下

B
水 道 ３ 級
水 産 ２ 級
及びC以下の欄に掲げるもの

６．５以上
８．５以下 ３mg/L以下 ２５mg/L以下 ５mg/L以上 １，０００CFU

/１００mL以下

C
水 産 ３ 級
工 業 用 水 １ 級
及びD以下の欄に掲げるもの

６．５以上
８．５以下 ５mg/L以下 ５０mg/L以下 ５mg/L以上 －

D
工 業 用 水 ２ 級
農 業 用 水
及びEの欄に掲げるもの

６．０以上
８．５以下 ８mg/L以下 １００mg/L以下 ２mg/L以上 －

E 工 業 用 水 ３ 級
環 境 保 全

６．０以上
８．５以下 １０mg/L以下 ごみ等の浮遊が認

められないこと。 ２mg/L以上 －

該当水域 全公共用水域＊のうち、水域類型ごとに指定する水域

備 考 １ 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、９０％水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものか
ら順に並べた際の０．９×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値（０．９×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））と
する。

２ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数１００CFU/１００mL以下とする。
３ 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/１００mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数える

ことで算出する。

（１）生活環境の保全に関する環境基準＊

ア 河川（湖沼を除く）
（ア）
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環境基準
ハイライト表示
環境基本法に基づき「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と定めている。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法で定めている。これは、行政上の政策目標として定められているもので、公害発生源を直接規制するための基準（いわゆる規制基準）とは異なる。

水素イオン濃度（pH）
ハイライト表示
水の酸性、アルカリ性を表す指標で、中性の水ではpH7、酸性になると7よりも小さく、アルカリ性では7よりも大きくなる。例えば、牛乳は弱い酸性でpH6程度、石けん液は弱いアルカリ性でpH8から9程度である。
試験紙の色やガラス電極pHメーターなどで測定する。水質関係では、生活環境項目の一つとして測定されている。

生物化学的酸素要求量（BOD）
ハイライト表示
生活環境項目の一つであり、河川水や工場排水、下水などに含まれる有機物による汚濁の程度を示すもので、水の中に含まれる有機物が一定時間、一定温度のもとで微生物によって生物化学的に酸化されるときに消費される酸素の量をいう。単位は㎎/Lで表示され、数値が大きいほど汚濁の程度が高い。

浮遊物質量（SS）
ハイライト表示
生活環境項目の一つであり、水中に懸濁している物質のうち、ろ過によって水から分離できるものをいう。単位は㎎/Lで表示され、数値が大きいほど透明性が低下する。

溶存酸素量（DO）
ハイライト表示
水中に溶けこんでいる酸素の量のこと。清水中には通常7から10㎎/L程度含まれるが、有機物による汚濁が進行すると微生物が酸素を消費するため溶存酸素量は減少する。
水の自浄作用や水中生物の生存には欠くことができない。

大腸菌数
ハイライト表示
水の汚濁、特に人畜の排泄物などによる汚染の指標として用いられる。これが多いと人畜由来の病原菌が存在する可能性が高まる。

公共用水域
ハイライト表示
河川や湖沼、港湾など公共の用に供される水域とこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路など公共の用に供される水路のこと。
ただし、公共下水道及び流域下水道で終末処理場を設置しているもの、その流域下水道に接続する公共下水道は除く。



※１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
※２ 水 道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃 ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

※３ 水 産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級
及び水産３級の水産生物用

〃 ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３
級の水産生物用

〃 ３級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用

※４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃 ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃 ３級：特殊の浄水操作を行うもの

※５ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生
じない限度

項目

類型

水生生物の生息状況の適応性

基 準 値

全 亜 鉛 ノニルフェノール
直鎖アルキルベンゼン
スルホン酸及びその塩
（LAS）

生 物 A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物
が生息する水域 ０．０３mg/L以下 ０．００１mg/L以下 ０．０３mg/L以下

生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）
又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 ０．０３mg/L以下 ０．０００６mg/L以下 ０．０２mg/L以下

生 物 B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息
する水域 ０．０３mg/L以下 ０．００２mg/L以下 ０．０５mg/L以下

生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場
（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 ０．０３mg/L以下 ０．００２mg/L以下 ０．０４mg/L以下

該当水域 全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域

備 考 基準値は、年間平均値とする。

（イ）
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項目
類型

利用目的の適応性
基 準 値

水素イオン濃度（pH）化学的酸素要求量（COD）＊ 浮遊物質量（SS） 溶存酸素量（DO） 大腸菌数

AA

水 道 １ 級
水 産 １ 級
自 然 環 境 保 全
及びA以下の欄に掲げるもの

６．５以上
８．５以下 １mg/L以下 １mg/L以下 ７．５mg/L以上 ２０CFU

/１００mL以下

A

水 道 ２ 、 ３ 級
水 産 ２ 級
水 浴
及びB以下の欄に掲げるもの

６．５以上
８．５以下 ３mg/L以下 ５mg/L以下 ７．５mg/L以上 ３００CFU

/１００mL以下

B

水 産 ３ 級
工 業 用 水 １ 級
農 業 用 水
及びCの欄に掲げるもの

６．５以上
８．５以下 ５mg/L以下 １５mg/L以下 ５mg/L以上 －

C 工 業 用 水 ２ 級
環 境 保 全

６．０以上
８．５以下 ８mg/L以下 ごみ等の浮遊が認

められないこと。 ２mg/L以上 －

該当水域 全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域

備 考 １ 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、９０％水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものか
ら順に並べた際の０．９×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値（０．９×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））と
する。

２ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
３ 水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数１，０００CFU/１００mL以下とす
る。

４ 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/１００mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数える
ことで算出する。

イ 湖沼（天然湖沼及び貯水量が１，０００万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工湖）
（ア）

※１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
※２ 水 道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 ２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
※３ 水 産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

〃 ２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用
〃 ３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

※４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃 ２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

※５ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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化学的酸素要求量（COD）
ハイライト表示
生活環境項目の一つであり、水の中に含まれる有機物及び被酸化性の無機物（硫化物、第一鉄、アンモニアなど）が酸化剤によって化学的に酸化されるときに消費される酸素の量をいう。単位は㎎/Lで表示され、数値が大きいほど汚濁の程度が高い。生物化学的酸素要求量（BOD）とともに水の汚濁を示す指標である。



項目
類型

利用目的の適応性
基 準 値

全 窒 素 全 燐

Ⅰ 自 然 環 境 保 全
及 び Ⅱ 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の ０．１mg/L以下 ０．００５mg/L以下

Ⅱ
水道１、２、３級（特殊なものを除く。）
水 産 １ 種
水 浴 及 び Ⅲ 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

０．２mg/L以下 ０．０１mg/L以下

Ⅲ 水 道 ３ 級 （ 特 殊 な も の ）
及 び Ⅳ 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の ０．４mg/L以下 ０．０３mg/L以下

Ⅳ 水 産 ２ 種
及 び Ⅴ の 欄 に 掲 げ る も の ０．６mg/L以下 ０．０５mg/L以下

Ⅴ

水 産 ３ 種
工 業 用 水
農 業 用 水
環 境 保 全

１mg/L以下 ０．１mg/L以下

該当水域 全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域

備 考 １ 基準値は、年間平均値とする。
２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が

湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
３ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

（イ）

※１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
※２ 水 道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水 道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水 道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）

※３ 水 産１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用
水 産２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用
水 産３種：コイ、フナ等の水産生物用

※４ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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項目

類型

水 生 生 物 の 生 息 状 況 の 適 応 性

基 準 値

全亜鉛 ノニルフェノール
直鎖アルキルベンゼン
スルホン酸及びその塩
（LAS）

生 物 A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物
が生息する水域 ０．０３mg/L以下 ０．００１mg/L以下 ０．０３mg/L以下

生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）
又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 ０．０３mg/L以下 ０．０００６mg/L以下 ０．０２mg/L以下

生 物 B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息
する水域 ０．０３mg/L以下 ０．００２mg/L以下 ０．０５mg/L以下

生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場
（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 ０．０３mg/L以下 ０．００２mg/L以下 ０．０４mg/L以下

該当水域 全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域

備 考 基準値は、年間平均値とする。

（ウ）

項目
類型

水 生 生 物 が 生 息 ・ 再 生 産 す る 場 の 適 応 性
基 準 値

底層溶存酸素量

生 物 １ 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において
貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 ４．０mg/L以上

生 物 ２ 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生
産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 ３．０mg/L以上

生 物 ３ 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸
素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 ２．０mg/L以上

該当水域 全公共用水域のうち、水域類型ごとに指定する水域

備 考 基準値は、日間平均値とする。

（エ）
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水 域 名 番号 基準点 地 点 名 類型 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
荒川下流（１） １ ○ 笹 目 橋 C ３．３ ○ ２．１ ○ ３．９ ○ ４．１ ○ ４．８ ○

荒 川 中 流
３ ○ 治 水 橋

A
１．１

○
１．２

○
１．５

○
１．４

○
１．５

○４ ○ 開 平 橋 ０．９ １．３ １．４ １．３ １．５
６ ○ 久 下 橋 ０．８ １．０ １．０ １．４ １．３

荒川上流（２）
７ ○ 正 喜 橋

A
０．５

○
０．９

○
０．８

○
１．０

○
１．１

○
８ ○ 親 鼻 橋 ＜ ０．５ ０．８ ０．７ １．１ ０．８

荒川上流（１） ９ ○ 中津川合流点前 AA ＜ ０．５ ○ ＜ ０．５ ○ ＜ ０．５ ○ ０．６ ○ ０．５ ○

芝 川
１０ ○ 八 丁 橋

D
３．１

○
４．２

○
３．７

○
４．９

○
４．４

○
１２ ○ 山 王 橋 ３．１ ２．１ ４．２ ３．４ ２．７

鴨 川 １８ ○ 中 土 手 橋 C ３．４ ○ ３．４ ○ ３．４ ○ ２．９ ○ ２．９ ○

入 間 川 下 流
２０ ○ 入 間 大 橋

A
１．３

○
２．６

×
２．１

×
３．５

×
１．８

○
２１ ○ 落 合 橋 ０．６ ０．９ １．０ １．２ １．３

入 間 川 上 流 ２５ ○ 給食センター前 A ０．６ ○ ＜ ０．５ ○ ＜ ０．５ ○ ０．５ ○ ０．７ ○
越 辺 川 下 流 ２６ ○ 落 合 橋 B １．９ ○ ４．４ × ２．６ ○ ３．４ × ３．１ ×
越 辺 川 上 流 ２７ ○ 今 川 橋 A ０．６ ○ ０．６ ○ ０．８ ○ ０．９ ○ １．２ ○
都 幾 川 ２９ ○ 東 松 山 橋 A ＜ ０．５ ○ ０．６ ○ ０．７ ○ ０．９ ○ １．０ ○
槻 川 ３１ ○ 兜川合流点前 B ０．７ ○ ０．９ ○ ０．８ ○ ０．８ ○ １．０ ○
高 麗 川 ３３ ○ 高 麗 川 大 橋 A ＜ ０．５ ○ ０．５ ○ ０．６ ○ ０．７ ○ ０．７ ○
小 畔 川 ３５ ○ と げ 橋 B １．１ ○ ２．４ ○ １．５ ○ ２．０ ○ １．６ ○
霞 川 ３６ ○ 大 和 橋 B ０．７ ○ ０．８ ○ ０．９ ○ １．０ ○ １．２ ○
成 木 川 ３７ ○ 成 木 大 橋 A ０．５ ○ ０．５ ○ ＜ ０．５ ○ ０．６ ○ ０．８ ○
市 野 川 下 流 ３８ ○ 徒 歩 橋 C ２．３ ○ ４．１ ○ ４．７ ○ ３．８ ○ ４．０ ○
市 野 川 上 流 ３９ ○ 天 神 橋 B ２．０ ○ ２．０ ○ ２．６ ○ ２．９ ○ ２．５ ○
和 田 吉 野 川 ４１ ○ 吉 見 橋 B １．３ ○ ２．１ ○ ２．４ ○ ２．３ ○ ３．６ ×
赤 平 川 ４２ ○ 赤 平 橋 AA ＜ ０．５ ○ ０．５ ○ ０．７ ○ ０．７ ○ ０．５ ○
横 瀬 川 ４３ ○ 原 谷 橋 A ０．６ ○ ０．７ ○ １．０ ○ １．０ ○ ０．９ ○
中 川 中 流 ４６ ○ 八 条 橋 C ２．８ ○ ２．５ ○ ２．３ ○ ３．１ ○ ３．５ ○
中 川 上 流 ４８ ○ 豊 橋 C ２．７ ○ ３．３ ○ ２．９ ○ ３．４ ○ ３．２ ○
綾 瀬 川 下 流 ５２ ○ 内 匠 橋 C ３．４ ○ ２．５ ○ ２．１ ○ ２．４ ○ ４．２ ○
綾 瀬 川 上 流 ５５ ○ 畷 橋 C ２．３ ○ ２．４ ○ ２．５ ○ ２．５ ○ ３．４ ○
古 綾 瀬 川 ５７ ○ 綾瀬川合流点前 D ４．５ ○ ３．１ ○ ３．６ ○ ３．７ ○ ３．１ ○
大 場 川 ５９ ○ 葛 三 橋 C ２．２ ○ ３．３ ○ ２．８ ○ ４．４ ○ ４．９ ○

（２）地点別BOD７５％値と環境基準達成率の推移（過去５年間） ○：環境基準達成 ×：環境基準非達成
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水 域 名 番号 基準点 地 点 名 類型 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
元 荒 川 ６０ ○ 中 島 橋 C ２．１ ○ ３．３ ○ ２．２ ○ ２．３ ○ ２．２ ○
新 方 川 ６４ ○ 昭 和 橋 C ２．７ ○ ２．４ ○ ３．０ ○ ３．８ ○ ３．５ ○
大落古利根川 ６５ ○ ふ れ あ い 橋 C ２．５ ○ ２．１ ○ ３．５ ○ ２．１ ○ ２．９ ○

新 河 岸 川
６８ ○ 笹 目 橋

C
２．４

○
４．５

○
３．６

○
２．６

○
３．０

○
６９ ○ い ろ は 橋 １．４ １．９ １．９ ２．１ １．４

白 子 川 ７１ ○ 三 園 橋 C １．６ ○ ２．５ ○ ２．０ ○ ２．５ ○ ２．８ ○
黒 目 川 ７２ ○ 東 橋 C ０．６ ○ ０．８ ○ ０．６ ○ １．０ ○ ０．８ ○
柳 瀬 川 ７４ ○ 栄 橋 C １．９ ○ １．９ ○ １．３ ○ １．６ ○ １．４ ○
不 老 川 ７７ ○ 不 老 橋 C １．１ ○ １．３ ○ ３．１ ○ ３．９ ○ ４．０ ○

利 根 川 中 流
７９ ○ 栗 橋

A
１．０

○
１．４

○
１．０

○
１．１

○
１．３

○８０ ○ 利 根 大 堰 １．２ ０．９ １．０ １．０ １．１
８３ ○ 坂 東 大 橋 １．２ ０．７ ０．９ １．０ １．３

江 戸 川 上 流 ８４ ○ 流 山 橋 A １．５ ○ １．２ ○ １．４ ○ １．４ ○ １．２ ○
福 川 ８７ ○ 昭 和 橋 B ５．６ × ４．９ × ２．５ ○ ３．０ ○ ２．９ ○
小 山 川 下 流 ８８ ○ 新 明 橋 B １．８ ○ ３．１ × ２．６ ○ ２．１ ○ ２．８ ○
小 山 川 上 流 ８９ ○ 一 の 橋 A １．４ ○ ２．８ × １．６ ○ ２．５ × ２．０ ○
唐 沢 川 ９１ ○ 森 下 橋 B ４．１ × ３．７ × ３．１ × ４．１ × ３．５ ×
元 小 山 川 ９２ ○ 新 泉 橋 B ２．２ ○ ２．６ ○ ２．８ ○ ２．１ 〇 ３．１ ×
神 流 川 （３） ９３ ○ 神 流 川 橋 A １．０ ○ ０．９ ○ １．２ ○ １．２ ○ ０．８ ○
神 流 川 （２） ９４ ○ 藤 武 橋 A ０．９ ○ １．０ ○ １．１ ○ １．１ ○ ０．９ ○
環 境 基 準 達 成 数 ４２ ３８ ４２ ４０ ４０
環 境 基 準 達 成 率（％） ９５ ８６ ９５ ９１ ９１
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河 川 名 地点
番号

環境基準
類 型

基準点
地 点 名 pH BOD

（mg/L）
COD

（mg/L）
SS

（mg/L）
DO

（mg/L）
大腸菌数

（CFU/１００mL）
全窒素
（mg/L）

全りん
（mg/L）

全亜鉛
（mg/L）

ノニル
フェノール
（mg/L）

LAS
（mg/L）一

般
生
物

荒 川 １ C 生物B ○ ○ 笹 目 橋 ７．３ ４．３ ６．６ ６ ７．７ １１００ ８．３ ０．４０ ０．０２０ ＜０．００００６ ０．００１９
〃 ２ A 生物B 秋 ケ 瀬 取 水 堰 ７．８ １．５ ３．３ ４ ９．７ ２００ ２．１ ０．０９０ － － －
〃 ３ A 生物B ○ ○ 治 水 橋 ７．７ １．３ ３．３ ５ ９．２ ６８０ ２．２ ０．０９４ ０．００５ ＜０．００００６ ０．０００９
〃 ４ A 生物B ○ ○ 開 平 橋 ７．７ １．３ ３．３ １０ ９．４ ２７０ １．９ ０．０８３ ０．００７ ＜０．００００６ ０．０００８
〃 ５ A 生物B 御 成 橋 ７．９ １．０ ３．２ １１ １０ １１０ １．７ ０．０８３ － － －
〃 ６ A 生物B ○ ○ 久 下 橋 ８．０ １．６ ２．８ ４ １０ １３０ １．４ ０．０４９ ０．００３ ＜０．００００６ ０．００１２
〃 ７ A 生物特B ○ ○ 正 喜 橋 ８．０ １．０ ２．４ ３ １０ ６００ １．１ ０．０４５ ０．００３ ＜０．００００６ ０．００１７
〃 ８ A 生物A ○ ○ 親 鼻 橋 ８．３ ０．７ ２．１ ３ １１ ３４００ １．１ ０．０５２ ０．００１ ＜０．００００６ ０．００１２
〃 ９ AA 生物A ○ ○ 中津川合流点前 ７．９ ０．５ １．５ ４ １１ ３６ ０．４７ ０．０１４ ０．００１ ＜０．００００６ ＜０．０００６

芝 川 １０ D 生物B ○ ○ 八 丁 橋 ７．６ ３．０ ５．５ １５ ７．３ ９９０ ４．２ ０．２５ ０．０１７ ０．００００６ ０．０１５
〃 １１ D 生物B 境 橋 ７．５ １．３ ３．４ ６ ７．６ ６９０ ３．１ ０．１６ ０．０３８ ０．００００８ ０．０１４

新 芝 川 １２ D 生物B ○ ○ 山 王 橋 ７．３ ２．２ ５．１ １９ ６．０ ９１０ ５．１ ０．２９ ０．０１４ ＜０．００００６ ０．００４１
藤右衛門川 １３ 論 處 橋 ７．６ ２．５ ４．０ ４ ７．５ ２８００ ４．５ ０．２０ ０．０１１ ＜０．００００６ ０．０１７

〃 １４ 柳 橋 ７．８ １．４ ２．６ ５ ８．１ ３９００ ３．７ ０．０５１ ０．０１１ ０．００００７ ０．０２１
菖 蒲 川 １５ 荒 川 合 流 点 前 ７．２ ３．４ ６．０ １３ ５．８ ４２０００ ６．５ ０．３１ ０．０１９ ０．００００９ ０．００２４
笹 目 川 １６ 笹 目 樋 管 ７．３ ２．５ ５．８ ９ ５．３ ５１００ ４．２ ０．２３ ０．０１４ ０．００００７ ０．００７３

〃 １７ 市立浦和南高校脇 ７．６ ２．７ ６．１ １０ ７．０ ５３００ ２．５ ０．２７ ０．０１６ ０．００００６ ０．０１３
鴨 川 １８ C 生物B ○ ○ 中 土 手 橋 ７．６ ３．２ ５．０ １３ ７．９ ４６０ ３．０ ０．１９ ０．０１５ ０．００００６ ０．００８６

〃 １９ C 生物B 加 茂 川 橋 ７．６ ３．１ ５．０ １２ ７．６ ８６０ ４．３ ０．２８ ０．０３３ ０．０００１４ ０．０２２
入 間 川 ２０ A 生物B ○ ○ 入 間 大 橋 ７．６ １．９ ３．６ ６ ９．０ ５５０ ３．５ ０．１５ ０．００７ ＜０．００００６ ０．００１５

〃 ２１ A 生物B ○ ○ 落 合 橋 ７．７ １．２ ２．７ ５ ９．６ １４００ ２．９ ０．０６９ ０．００６ ＜０．００００６ ＜０．０００６
〃 ２２ A 生物B 初 雁 橋 ８．４ １．０ ３．１ ３ １１ １１０ ３．１ ０．０８５ ０．００６ ＜０．００００６ ０．００１１
〃 ２３ A 生物B 富 士 見 橋 ７．８ １．５ ３．１ ６ ９．９ １０００ ４．６ ０．１２ ０．００９ ＜０．００００６ ０．０００９
〃 ２４ A 生物B 豊 水 橋 ７．８ １．６ ３．２ ５ ９．７ １２００ ３．９ ０．１４ ０．００８ ＜０．００００６ ０．００１２
〃 ２５ A 生物A ○ ○ 給食センター前 ８．２ ０．９ １．７ １ １１ ９４ ０．９５ ０．０３６ ０．００２ ＜０．００００６ ０．０００６

越 辺 川 ２６ B 生物B ○ ○ 落 合 橋 ７．６ ２．７ ３．９ ６ ７．９ ４３０ ４．０ ０．２１ ０．００９ ＜０．００００６ ０．００１１
〃 ２７ A 生物B ○ ○ 今 川 橋 ７．９ ０．９ ２．７ ３ １０ １８０ ３．３ ０．３２ ０．００５ ＜０．００００６ ０．０００６
〃 ２８ A 生物A ○ 山 吹 橋 ８．１ ０．８ ２．５ ３ ９．９ ２５０ １．４ ０．０６１ ０．００２ ０．００００７ ０．００２８

都 幾 川 ２９ A 生物B ○ ○ 東 松 山 橋 ７．９ １．０ ２．１ ２ １０ １６０ １．３ ０．０３１ ０．００２ ＜０．００００６ ０．０００８

（３）生活環境項目＊の地点別年度平均値（令和６年度）
ア 河川
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生活環境項目
ハイライト表示
水質汚濁に係る物質のうち、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準が設定されている項目をいう。現在水素イオン濃度（pH）、生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、浮遊物質量（SS）などが定められている。
環境基準は、河川、湖沼、海域別に、水道・水産・農業用水・工業用水・水浴などの利用目的や、水生生物の生息状況に適応した類型ごとに基準が定められている。排水基準は、健康項目と同様に項目別に定められている。



河 川 名 地点
番号

環境基準
類 型

基準点
地 点 名 pH BOD

（mg/L）
COD

（mg/L）
SS

（mg/L）
DO

（mg/L）
大腸菌数

（CFU/１００mL）
全窒素
（mg/L）

全りん
（mg/L）

全亜鉛
（mg/L）

ノニル
フェノール
（mg/L）

LAS
（mg/L）一

般
生
物

都 幾 川 ３０ A 生物A ○ 川 北 橋 ８．０ ０．８ ２．４ ２ １１ １９０ １．２ ０．０４１ ０．００１ ＜０．００００６ ０．００１３
槻 川 ３１ B 生物B ○ ○ 兜 川 合 流 点 前 ８．３ ０．９ ２．５ ３ １１ ３２０ １．７ ０．０５３ ０．００２ ＜０．００００６ ０．００２４

〃 ３２ B 生物A ○ 大内沢川合流点前 ８．２ ０．６ ２．３ ２ １１ ２２０ １．０ ０．０２６ ０．００１ ＜０．００００６ ０．０００７
高 麗 川 ３３ A 生物B ○ ○ 高 麗 川 大 橋 ７．６ ０．６ １．６ ２ ９．０ １３０ ２．１ ０．０２７ ０．００２ ＜０．００００６ ０．０００６

〃 ３４ A 生物A ○ 天 神 橋 ８．１ ０．９ １．６ １ １０ １２０ １．０ ０．０３４ ０．００１ ０．００００７ ０．０００６
小 畔 川 ３５ B 生物B ○ ○ と げ 橋 ７．９ １．８ ４．５ ６ ９．６ ５９０ ４．５ ０．２７ ０．０１１ ＜０．００００６ ０．００１１
霞 川 ３６ B 生物B ○ ○ 大 和 橋 ８．２ １．２ ３．０ ３ １０ ６１０ ４．６ ０．１１ ０．００８ ＜０．００００６ ０．００２６
成 木 川 ３７ A 生物A ○ ○ 成 木 大 橋 ８．１ ０．７ ２．１ １ １０ ２００ １．４ ０．０３６ ０．００１ ＜０．００００６ ０．０００６
市 野 川 ３８ C 生物B ○ ○ 徒 歩 橋 ７．９ ３．４ ６．３ １４ ９．７ ３９０ ３．８ ０．３３ ０．０１６ ＜０．００００６ ０．００２２

〃 ３９ B 生物B ○ ○ 天 神 橋 ８．７ ２．１ ５．７ ６ １３ ２４０ ２．４ ０．５５ ０．０２０ ＜０．００００６ ０．００３６
滑 川 ４０ 八 幡 橋 ８．３ ４．２ ７．２ １１ １１ ３３００ ３．５ ０．３７ ０．００８ ０．００００７ ０．００６６
和田吉野川 ４１ B 生物B ○ ○ 吉 見 橋 ７．６ ２．６ ４．６ ２５ ８．９ ３５０ ２．７ ０．２３ ０．０１４ ＜０．００００６ ０．００３３
赤 平 川 ４２ AA 生物A ○ ○ 赤 平 橋 ８．４ ０．５ １．９ ３ １１ ３４０ １．３ ０．０４４ ０．００１ ＜０．００００６ ０．０００８
横 瀬 川 ４３ A 生物A ○ ○ 原 谷 橋 ８．５ ０．８ ２．６ ２ １１ ６１０ １．８ ０．０６４ ０．００２ ＜０．００００６ ０．００２７
中 津 川 ４４ 落 合 橋 ８．２ ０．６ ２．０ １ １１ ２６ ０．６７ ０．００９ ０．００２ ＜０．００００６ ＜０．０００６
中 川 ４５ C 生物B 潮 止 橋 ７．５ ３．６ ７．１ ２３ ８．４ － ３．６ ０．２７ ０．０１６ － －

〃 ４６ C 生物B ○ ○ 八 条 橋 ７．５ ２．９ ６．１ １９ ８．３ － ３．０ ０．２３ ０．０１１ ＜０．００００６ ０．００２４
〃 ４７ C 生物B 弥 生 橋 ７．５ ２．８ ６．６ ２６ ８．０ － ２．５ ０．２４ ０．０１３ － －
〃 ４８ C 生物B ○ ○ 豊 橋 ７．６ ３．２ ６．７ ２６ ８．４ ４６０ ２．４ ０．１７ ０．０１０ ０．００００７ ０．００６６
〃 ４９ C 生物B 松 富 橋 ７．５ ２．７ ６．２ ２１ ７．８ １８０ ２．３ ０．１５ ０．０１０ ＜０．００００６ ０．００５０
〃 ５０ C 生物B 行 幸 橋 ７．７ ３．１ ６．０ １９ ８．７ ５１０ ２．７ ０．１５ ０．０１１ ＜０．００００６ ０．００３９
〃 ５１ C 生物B 道 橋 ７．６ ３．０ ６．６ ２３ ８．８ ２５０ ２．９ ０．２４ ０．０１４ ０．００００６ ０．００３７

綾 瀬 川 ５２ C 生物B ○ ○ 内 匠 橋 ７．５ ２．９ ７．０ １８ ６．７ － ３．２ ０．２４ ０．０２６ ０．００００６ ０．００１１
〃 ５３ C 生物B 手 代 橋 ７．５ ３．４ ７．７ ２１ ６．４ － ３．０ ０．２５ ０．０４９ － －
〃 ５４ C 生物B 槐 戸 橋 ７．５ ３．３ ６．７ ２２ ７．２ － ３．０ ０．２４ ０．０２４ － －
〃 ５５ C 生物B ○ ○ 畷 橋 ７．６ ２．５ ５．２ １６ ８．０ ９８０ ３．１ ０．１９ ０．０１３ ０．００００６ ０．０１４

伝 右 川 ５６ 伝 右 橋 ７．６ １．８ ５．５ ７ ６．２ １６０ ２．７ ０．２４ ０．０２９ － －
古 綾 瀬 川 ５７ D 生物B ○ ○ 綾瀬川合流点前 ７．６ ２．６ ９．３ １２ ６．３ １６０ ３．０ ０．２１ ０．０７８ ０．００００８ ０．００５１
毛 長 川 ５８ 水 神 橋 ７．７ ２．１ ５．８ １６ ６．８ ２６０ ３．１ ０．２２ ０．０２５ － －
大 場 川 ５９ C 生物B ○ ○ 葛 三 橋 ７．５ ３．７ ７．２ １４ ７．４ ３８０ ３．４ ０．２０ ０．０１８ ０．００００７ ０．００６７
元 荒 川 ６０ C 生物B ○ ○ 中 島 橋 ７．７ ２．４ ４．７ ９ ９．０ ２２０ ３．５ ０．２７ ０．０２７ ＜０．００００６ ０．００４０
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河 川 名 地点
番号

環境基準
類 型

基準点
地 点 名 pH BOD

（mg/L）
COD

（mg/L）
SS

（mg/L）
DO

（mg/L）
大腸菌数

（CFU/１００mL）
全窒素
（mg/L）

全りん
（mg/L）

全亜鉛
（mg/L）

ノニル
フェノール
（mg/L）

LAS
（mg/L）一

般
生
物

元 荒 川 ６１ C 生物B 八 幡 橋 ７．３ ３．０ ６．２ ２１ ８．２ ９７０ ４．２ ０．４３ ０．０１５ ＜０．００００６ ０．００２４
〃 ６２ C 生物B 渋 井 橋 ７．５ ２．５ ４．６ １１ ７．８ ８８０ ２．１ ０．１５ ０．００８ ＜０．００００６ ０．００６３

忍 川 ６３ 前 屋 敷 橋 ７．５ ２．０ ４．３ １３ ８．０ ８５０ １．９ ０．１４ ０．００９ ＜０．００００６ ０．００６６
新 方 川 ６４ C 生物B ○ ○ 昭 和 橋 ７．７ ３．２ ６．０ １４ ８．４ ４７０ ３．０ ０．２６ ０．０１１ ＜０．００００６ ０．００５６
大落古利根川 ６５ C 生物B ○ ○ ふ れ あ い 橋 ７．７ ２．６ ５．３ １０ ９．８ ２９０ ３．１ ０．１７ ０．００９ ＜０．００００６ ０．００３７

〃 ６６ C 生物B 小 渕 橋 ７．３ ２．６ ５．６ １０ ７．１ ５８０ ３．７ ０．２６ ０．０１０ ＜０．００００６ ０．００４７
〃 ６７ C 生物B 杉 戸 古 川 橋 ７．６ ４．７ ６．６ ２１ ８．５ １２００ ４．３ ０．２５ ０．０１９ ＜０．００００６ ０．００２１

新 河 岸 川 ６８ C 生物B ○ ○ 笹 目 橋 ７．２ ２．４ ５．４ ８ ７．６ １７００ ６．３ ０．４２ ０．０２２ ０．００００９ ０．００２１
〃 ６９ C 生物B ○ ○ い ろ は 橋 ７．１ １．３ ３．５ １０ ７．４ １３００ ６．２ ０．１２ ０．０１１ ０．００００６ ０．００３７
〃 ７０ C 生物B 旭 橋 ７．１ ０．６ ２．２ ４ ８．０ １２００ ７．５ ０．０６５ ０．００６ ＜０．００００６ ０．００１６

白 子 川 ７１ C 生物B ○ ○ 三 園 橋 ７．３ ２．５ ４．７ ４ ７．７ ８９００ ６．１ ０．２６ ０．０１７ ０．００００６ ０．００４２
黒 目 川 ７２ C 生物B ○ ○ 東 橋 ７．７ １．７ ２．８ １１ １１ １９００ ４．６ ０．０３３ ０．０１５ ０．００００６ ０．００３９

〃 ７３ C 生物B 栗 原 橋 ７．４ １．１ ２．６ ４ １０ ３８００ ４．２ ０．０２３ ０．００５ ＜０．００００６ ０．０００９
柳 瀬 川 ７４ C 生物B ○ ○ 栄 橋 ７．５ ２．１ ６．３ ７ ９．７ ２４００ ５．５ ０．３６ ０．０２８ ０．００００６ ０．００２４

〃 ７５ C 生物B 二 柳 橋 ８．０ １．２ ３．４ ４ １１ １５００ ２．２ ０．０５４ ０．００４ ＜０．００００６ ０．００１５
東 川 ７６ 中 橋 ７．８ ２．１ ５．６ ５ ９．５ ９０００ ４．３ ０．１２ ０．０４８ ＜０．００００６ ０．００２１
不 老 川 ７７ C 生物B ○ ○ 不 老 橋 ８．０ ２．３ ４．９ ２ １０ ５３０００ ７．７ ０．１８ ０．０１０ ＜０．００００６ ０．００６２

〃 ７８ C 生物B 入 曽 橋 ７．３ ３．２ ６．０ ５ ８．３ － ８．９ ０．１８ ０．０２９ ＜０．００００６ ０．００９９
利 根 川 ７９ A 生物B ○ ○ 栗 橋 ７．６ １．５ ３．３ １２ ９．１ １１０ ２．２ ０．１２ ０．００８ ＜０．００００６ ０．０００６

〃 ８０ A 生物B ○ ○ 利 根 大 堰 ７．６ １．１ ２．８ ８ ９．６ １４０ ２．０ ０．１０ ０．００７ ＜０．００００６ ＜０．０００６
〃 ８１ A 生物B 刀 水 橋 ７．６ １．３ ２．９ １０ １０ １４０ ２．０ ０．１０ ０．０１４ － －
〃 ８２ A 生物B 上 武 大 橋 ７．７ １．２ ２．８ ９ １０ １４０ １．６ ０．０７５ ０．００７ － －
〃 ８３ A 生物B ○ ○ 坂 東 大 橋 ７．６ １．２ ２．８ ９ １０ １７０ １．７ ０．０８１ ０．００７ ＜０．００００６ ＜０．０００６

江 戸 川 ８４ A 生物B ○ ○ 流 山 橋 ７．６ １．３ ３．３ １８ ９．３ １４００ ２．１ ０．１２ ０．００６ ＜０．００００６ ０．０００８
〃 ８５ A 生物B 野 田 橋 ７．６ １．２ ２．７ １５ ９．２ ６３ ２．０ ０．１０ ０．００５ － －
〃 ８６ A 生物B 関 宿 橋 ７．６ １．１ ２．３ １２ ９．４ ７５ ２．０ ０．１０ ０．００５ － －

福 川 ８７ B 生物B ○ ○ 昭 和 橋 ７．５ ３．０ ４．３ ９ ７．５ ５１００ ３．７ ０．２８ ０．０１１ ＜０．００００６ ０．００３８
小 山 川 ８８ B 生物B ○ ○ 新 明 橋 ８．０ ２．２ ５．５ １４ １０ ４４０ ４．５ ０．３０ ０．０１２ ０．００００７ ０．００３０

〃 ８９ A 生物B ○ ○ 一 の 橋 ８．１ ２．０ ５．１ １０ １０ ５８０ ３．２ ０．１７ ０．００６ ＜０．００００６ ０．００１３
〃 ９０ A 生物A ○ 新 元 田 橋 ８．０ ０．６ ２．９ ３ ９．９ ５３０ １．５ ０．０３４ ０．００１ ０．００００７ ＜０．０００６

唐 沢 川 ９１ B 生物B ○ ○ 森 下 橋 ８．２ ２．４ ５．３ １８ １１ ４３０ ３．８ ０．２４ ０．０１０ ＜０．００００６ ０．００４９
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河 川 名 地点
番号

環境基準
類 型

基準点
地 点 名 pH BOD

（mg/L）
COD

（mg/L）
SS

（mg/L）
DO

（mg/L）
大腸菌数

（CFU/１００mL）
全窒素
（mg/L）

全りん
（mg/L）

全亜鉛
（mg/L）

ノニル
フェノール
（mg/L）

LAS
（mg/L）一

般
生
物

元 小 山 川 ９２ B 生物B ○ ○ 新 泉 橋 ７．５ ２．１ ５．１ １４ ８．６ ２２００ ７．３ ０．４１ ０．０３３ ０．００００７ ０．０１８
神 流 川 ９３ A 生物A ○ ○ 神 流 川 橋 ８．８ ０．９ ２．０ ４ １２ ２７ ０．９６ ０．０２２ ０．００１ ＜０．００００６ ＜０．０００６

〃 ９４ A 生物A ○ ○ 藤 武 橋 ８．４ ０．９ ２．０ ４ １１ ５８ １．１ ０．０２６ ０．００２ ＜０．００００６ ＜０．０００６
平 均 ７．７ ２．０ ４．３ ９．６ ９．０ ２２００ ３．２ ０．１７ ０．０１３ ０．００００７ ０．００４４

水域名 地点
番号 環境基準類型

基準点
地点名 pH COD

（mg/L）
SS

（mg/L）
DO

（mg/L）
大腸菌数

（CFU/１００mL）
全窒素
（mg/L）

全りん
（mg/L）

全亜鉛
（mg/L）

ノニル
フェノール
（mg/L）

LAS
（mg/L）

底層DO
（mg/L）一

般
生
物

下久保ダム
貯 水 池 L１ 湖沼AⅢ 湖沼生物A ○ ○ 湖心 ７．９ ２．１ ２ ７．３ ７．８ ０．９８ ０．０１１ ０．００１ ＜０．００００６ ０．０００９ ３．４

二 瀬 ダ ム
貯 水 池 L２ 湖沼AⅢ 湖沼生物A ○ ○ 湖心 ７．６ １．７ ８ ８．７ ８．２ ０．４４ ０．０１４ ０．００２ ＜０．００００６ ０．０００６ ７．３

荒 川
貯 水 池 L３ 湖沼AⅢ ○ 湖心 ８．２ ４．９ ４ ８．６ ７．５ ０．７６ ０．０２４ － － － ５．２

平 均 ７．９ ２．９ ４．７ ８．２ ７．８ ０．７３ ０．０１６ ０．００２ ＜０．００００６ ０．０００８ ５．３

イ 湖沼
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河 川 名 地点番号 地 点 名 PFOS＋PFOA
（ng/L）

荒 川 ３ 治 水 橋 ３．９
〃 ８ 親 鼻 橋 １．６
〃 ９ 中津川合流点前 ０．３

芝 川 １０ 八 丁 橋 ２８
〃 １１ 境 橋 ２０

新 芝 川 １２ 山 王 橋 １７
藤右衛門川 １４ 柳 橋 １５０
笹 目 川 １７ 市立浦和南高校脇 ２１
鴨 川 １８ 中 土 手 橋 １５

〃 １９ 加 茂 川 橋 ２９
入 間 川 ２２ 初 雁 橋 １０

〃 ２５ 給食センター前 ０．５
越 辺 川 ２７ 今 川 橋 ３．７

〃 ２８ 山 吹 橋 １．８
都 幾 川 ３０ 川 北 橋 １．０
槻 川 ３１ 兜 川 合 流 点 前 ３．４

〃 ３２ 大内沢川合流点前 ４．９
高 麗 川 ３４ 天 神 橋 ０．５
霞 川 ３６ 大 和 橋 ２８
成 木 川 ３７ 成 木 大 橋 ２．３
市 野 川 ３８ 徒 歩 橋 ８．６

〃 ３９ 天 神 橋 ７．６
和田吉野川 ４１ 吉 見 橋 ５．１
赤 平 川 ４２ 赤 平 橋 １．２
横 瀬 川 ４３ 原 谷 橋 ２．０

河 川 名 地点番号 地 点 名 PFOS＋PFOA
（ng/L）

中 川 ４８ 豊 橋 ６．９
〃 ４９ 松 富 橋 ９．２

綾 瀬 川 ５５ 畷 橋 １０
古 綾 瀬 川 ５７ 綾瀬川合流点前 １１
大 場 川 ５９ 葛 三 橋 １８
元 荒 川 ６０ 中 島 橋 ８．７
新 方 川 ６４ 昭 和 橋 １１
大落古利根川 ６５ ふ れ あ い 橋 ７．１

〃 ６６ 小 渕 橋 ６．３
新 河 岸 川 ６８ 笹 目 橋 １０

〃 ６９ い ろ は 橋 ２４
〃 ７０ 旭 橋 ２５

白 子 川 ７１ 三 園 橋 ２１
黒 目 川 ７２ 東 橋 １６
柳 瀬 川 ７４ 栄 橋 １３

〃 ７５ 二 柳 橋 １０
東 川 ７６ 中 橋 ７．３
不 老 川 ７７ 不 老 橋 ５５
江 戸 川 ８４ 流 山 橋 ４．８
福 川 ８７ 昭 和 橋 ９．１
小 山 川 ８８ 新 明 橋 ８．９

〃 ８９ 一 の 橋 ６．４
〃 ９０ 新 元 田 橋 １．９

唐 沢 川 ９１ 森 下 橋 ６．１
元 小 山 川 ９２ 新 泉 橋 ３２

（４）PFOS及びPFOA＊の地点別水質測定結果（令和６年度） （PFOS＋PFOAの指針値（暫定）＊３５ 50ng/L以下）

＊３５ 令和２年５月に指針値（暫定）として５０ng/L以下が設定され、令和７年６月に指針値に改正されている。
※ 同一地点において複数回測定を行っている場合は、年間平均値とする。
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PFOS及びPFOA
ハイライト表示
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタン酸）は、有機フッ素化合物の一種であり、その撥水・撥油性、熱・化学的安定性等から、泡消火薬剤、フッ素ポリマー加工助剤など幅広い用途で使用されてきた。
PFOS・PFOAには、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があり、国内ではそれぞれ平成22年（2010年）・令和3年（2021年）に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入等が原則禁止されている。
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（５）河川水質状況（令和６年度）
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順位 河川名 地点名 BOD年度平均値（mg/L）
令和６年度 令和５年度 令和４年度

１
荒 川 中津川合流点前 ０．５ ① ０．６ ① ０．５
赤 平 川 赤平橋 ０．５ ① ０．６ ⑥ ０．６

３

槻 川 大内沢川合流点前 ０．６ ⑨ ０．７ ① ０．５
高 麗 川 高麗川大橋 ０．６ ① ０．６ ⑥ ０．６
中 津 川 落合橋 ０．６ ① ０．６ ⑥ ０．６
新河岸川 旭橋 ０．６ ㉙ １．１ ⑲ ０．８
小 山 川 新元田橋 ０．６ ① ０．６ ⑥ ０．６

８
荒 川 親鼻橋 ０．７ ⑰ ０．９ ⑬ ０．７
成 木 川 成木大橋 ０．７ ① ０．６ ⑥ ０．６

１０
越 辺 川 山吹橋 ０．８ ⑨ ０．７ ⑥ ０．６
都 幾 川 川北橋 ０．８ ⑨ ０．７ ⑥ ０．６
横 瀬 川 原谷橋 ０．８ ⑰ ０．９ ⑲ ０．８

順位 河川名 地点名 BOD年度平均値（mg/L）
令和６年度 令和５年度 令和４年度

１ 大落古利根川 杉戸古川橋 ４．７ ⑥ ３．４ ⑭ ２．８
２ 荒 川 笹目橋 ４．３ ② ３．６ ⑨ ３．０
３ 滑 川 八幡橋 ４．２ ① ４．８ ② ４．４
４ 大 場 川 葛三橋 ３．７ ② ３．６ ⑤ ３．３
５ 中 川 潮止橋 ３．６ ⑧ ３．３ ⑨ ３．０

６
菖 蒲 川 荒川合流点前 ３．４ ⑳ ２．９ ㉔ ２．３
市 野 川 徒歩橋 ３．４ ⑮ ３．１ ⑤ ３．３
綾 瀬 川 手代橋 ３．４ ⑩ ３．２ ⑫ ２．９

９ 綾 瀬 川 槐戸橋 ３．３ ⑥ ３．４ ⑱ ２．６

１０

鴨 川 中土手橋 ３．２ 34 ２．５ ① ５．０
中 川 豊橋 ３．２ ⑯ ３．０ ㉓ ２．５
新 方 川 昭和橋 ３．２ ㉘ ２．６ ⑧ ３．１
不 老 川 入曽橋 ３．２ ㉘ ２．６ ⑨ ３．０

（６）BODの値からみた主要河川の地点別汚濁状況
ア BOD年度平均値の低い１０地点 イ BOD年度平均値の高い１０地点

※ 丸数字は各年度の順位（水質の良い順）
※ 丸数字は各年度の順位（水質の悪い順）
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湖沼名 採取年月日 採取時刻 天候 気温（℃） 水温（℃） 全水深（m） 透明度（m） 色 相 濁り pH DO（mg/L）
玉 淀 湖 Ｒ６．８．１３ １１：００ 晴れ ３４．２ ２８．３ １８．６６ １．２９ 淡 緑 色 透 無し ９．２ １１
円良田湖 Ｒ６．８．１３ １０：００ 晴れ ２８．０ ３０．６ １２．２５ １．５４ 淡灰黄色透 無し ８．８ ９．７
間 瀬 湖 Ｒ６．８．１３ １２：００ 晴れ ３３．８ ３１．０ １４．４１ １．９８ 淡 灰 色 透 無し ８．９ ８．９
鎌 北 湖 Ｒ６．８．２７ ９：３０ 晴れ ２９．８ ２７．１ １４．１８ １．４６ 淡 灰 色 濁 有り ９．４ １２
宮 沢 湖 Ｒ６．８．２７ ８：１５ 晴れ ２７．８ ２８．２ １１．３０ ０．４５ 淡黄緑色濁 有り ９．９ １３
柴 山 沼 Ｒ６．８．２７ １１：２０ 晴れ ３０．６ ２９．７ ４．１８ ２．００ 淡 灰 色 透 無し ７．５ ９．６
山ノ神沼 Ｒ６．８．２７ １２：１０ 曇り ３０．３ ２９．２ １．２８ ０．４０ 中 緑 色 濁 有り ９．４ １１

湖沼名 COD
（mg/L）

SS
（mg/L）

導電率
（mS/m）

全窒素
（mg/L）

アンモニア性
窒素（mg/L）

亜硝酸性窒素
（mg/L）

硝酸性窒素
（mg/L）

有機性窒素
（mg/L）

全りん
（mg/L）

りん酸性りん
（mg/L）

クロロフィルa
（μg/L）

玉 淀 湖 ４．１ ７ １４ ０．８２ ＜０．１ ＜０．０５ ０．４３ ０．３７ ０．０３６ ＜０．０１ ４６
円良田湖 ６．３ ３ １７ ０．４０ ＜０．１ ＜０．０５ ＜０．０５ ０．３８ ０．０２４ ＜０．０１ ４
間 瀬 湖 ５．５ ２ １２ ０．３８ ＜０．１ ＜０．０５ ＜０．０５ ０．３８ ０．０１７ ＜０．０１ ３
鎌 北 湖 ４．７ ４ １１ １．４ ＜０．１ ＜０．０５ １．２ ０．１９ ０．０２９ ＜０．０１ ２２
宮 沢 湖 １５ ２１ １２ １．０ ＜０．１ ＜０．０５ ＜０．０５ ０．８６ ０．０６９ ＜０．０１ １４０
柴 山 沼 ９．３ ４ ２２ ０．６９ ＜０．１ ＜０．０５ ０．２８ ０．３９ ０．０４４ ０．０１ ４４
山ノ神沼 １７ ３７ ２２ １．７ ＜０．１ ＜０．０５ ＜０．０５ １．３ ０．１４ ＜０．０１ １８０

（７）湖沼水質調査結果（令和６年度）
【 夏 季 】

※ 各湖沼とも表層水（水面下０．５m）を採取した。

湖沼名 採取年月日 採取時刻 天候 気温（℃） 水温（℃） 全水深（m） 透明度（m） 色 相 濁り pH DO（mg/L）
玉 淀 湖 Ｒ７．２．１８ １１：００ 晴れ ６．２ ６．８ １７．９５ ４．０６ 無 色 透 明 無し ７．９ １１
円良田湖 Ｒ７．２．１８ １０：０５ 晴れ ５．５ ６．２ １２．４８ ２．２４ 淡灰黄色透 無し ７．８ １１
間 瀬 湖 Ｒ７．２．１８ １２：１０ 晴れ ５．５ ５．６ １５．１０ ２．６８ 無 色 透 明 無し ７．６ １１
鎌 北 湖 Ｒ７．２．４ ９：２５ 晴れ ７．８ ４．８ １８．２０ ３．００ 無 色 透 明 無し ７．６ １１
宮 沢 湖 Ｒ７．２．４ ８：３０ 晴れ ５．３ ６．７ １０．１６ ２．１５ 無 色 透 明 無し ７．６ １０
柴 山 沼 Ｒ７．２．４ １１：４０ 晴れ ９．６ ７．６ ３．３６ １．４０ 淡 灰 色 濁 有り ８．０ １２
山ノ神沼 Ｒ７．２．４ １２：１０ 晴れ ８．２ ８．０ ０．９８ ０．４０ 濃黄緑色濁 有り ９．７ １５

湖沼名 COD
（mg/L）

SS
（mg/L）

導電率
（mS/m）

全窒素
（mg/L）

アンモニア性
窒素（mg/L）

亜硝酸性窒素
（mg/L）

硝酸性窒素
（mg/L）

有機性窒素
（mg/L）

全りん
（mg/L）

りん酸性りん
（mg/L）

クロロフィルa
（μg/L）

玉 淀 湖 ２．４ ＜１ ２０ １．０ ０．１ ＜０．０５ ０．７７ ０．１１ ０．０３５ ０．０２ ＜２
円良田湖 ４．７ ２ ２０ １．０ ＜０．１ ＜０．０５ ０．６０ ０．３２ ０．０１４ ＜０．０１ １４
間 瀬 湖 ３．６ ２ １６ １．０ ＜０．１ ＜０．０５ ０．６０ ０．１８ ０．０１５ ＜０．０１ １５
鎌 北 湖 ２．７ １ １５ １．４ ０．１ ＜０．０５ １．０ ０．２８ ０．０１５ ＜０．０１ １２
宮 沢 湖 ４．１ ２ １６ ０．８３ ０．３ ＜０．０５ ０．１４ ０．３１ ０．０２０ ＜０．０１ ７
柴 山 沼 ５．５ ８ ２８ １．４ ＜０．１ ＜０．０５ ０．７４ ０．６９ ０．０４２ ＜０．０１ ２２
山ノ神沼 ２５ ４６ ２１ ３．９ ＜０．１ ＜０．０５ ０．１５ ３．６ ０．２３ ＜０．０１ ２４０

【 冬 季 】

※ 各湖沼とも表層水（水面下０．５m）を採取した。
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区 分 基礎データ
（フレーム）

排水量
（㎥/日）

BOD負荷量
（kg/日） 構成比（％） 前年度比（kg/日）

生 活 系

下 水 処 理 場 ５，９０４ 千人 １，６１７，６５５ ３，９７１ ７．１ ▲ １７２
合併処理浄化槽＊（５０１人槽以上） ８８ 〃 ２９，９１９ ２０６ ０．４ ４９
合併処理浄化槽（２０１～５００人槽） １９ 〃 ４，５３０ １１６ ０．２ １８
合併処理浄化槽（２００人槽以下） ７４５ 〃 ２０８，５５２ １１，１７２ １９．９ ▲ ８４
単独処理浄化槽（５０１人槽以上） ０ 〃 ０ ０ ０．０ ０
単独処理浄化槽（２０１～５００人槽） ０．１ 〃 ９ ０ ０．０ ▲ ０
単独処理浄化槽（２００人槽以下） ５２５ 〃 ４５，１７７ ２，３９０ ４．３ ▲ ９２
し 尿 処 理 場 ６９ 〃 ３，９６９ １７ ０．０ ４
そ の 他 ２７ 〃 ０ ０ ０．０ ０
雑 排 水 ６２１ 〃 １２０，４２０ ２２，９６７ ４０．９ ▲ ８２４

小 計 ７，３７６ 〃 ２，０３０，２３１ ４０，８４０ ７２．８ ▲ １，１０１

産 業 系

下 水 処 理 場 ２７ 件 １６４，７１３ ３８６ ０．７ ▲ ４１
規 制 対 象 事 業 場 １，９１８ 〃 ２２８，６２８ １，９３８ ３．５ ７１
そ の 他 事 業 場 １０，７９６ 〃 ６３，０９１ ５，３４３ ９．５ ▲ ３

小 計 １２，７４１ 〃 ４５６，４３２ ７，６６７ １３．７ ２８

畜 産 系

下 水 処 理 場 ２７ 件 ０ ０ ０．０ ０
規 制 対 象 畜 舎 ５ 百頭 ２６１ ２ ０．０ ▲ ７

その他の畜舎
牛 ２５１ 〃 ２，２６１ １，６０８ ２．９ ▲ ５５
豚 ８３６ 〃 １，１２９ １，６７２ ３．０ ▲ １２
馬 １７ 〃 １４９ １０６ ０．２ ２９

小 計 １，１０９ 〃 ３，８００ ３，３８８ ６．０ ▲ ４４

その他系

下 水 処 理 場 ２７ 件 ２８４，８５８ ６３２ １．１ ▲ ８６
山 林 １１９，２２９ ha － １，００４ １．８ ▲ ５
水 田 ３２，５１４ 〃 － ２８６ ０．５ ０
そ の 他 （ 畑 ・ 果 樹 園 を 含 む ） ２２８，０３６ 〃 － ２，２８０ ４．１ ６

小 計 ３７９，７７９ 〃 ２８４，８５８ ４，２０２ ７．５ ▲ ８５
合 計 － ２，７７５，３２１ ５６，０９７ １００ ▲ １，２０２

（８）県全域 BOD発生負荷量総括表（令和４年度）
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合併処理浄化槽
ハイライト表示
し尿及び生活雑排水（台所、風呂、洗濯等に使用した水）を戸別にまとめて処理する生活排水処理施設。し尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べて、河川等の公共用水域の汚濁を大幅に軽減する効果がある。
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ときがわ町

（熊谷市、行田市、秩父市、加須市、深谷市、
皆野町、美里町、寄居町）

（本庄市、神川町、上里町）

（５２）

（８）

（３）

（９）特定事業場・指定排水工場等の業種内容（令和６年度・政令市等を含む）

（１０）埼玉県における総量規制＊

①指定地域（太線枠内）（令和７年４月１日現在）
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総量規制（水質）
ハイライト表示
一定の地域内の汚濁物質の排出総量を一定量以下に抑えるため、工場等に対し汚濁物質許容排出量を割り当てて、この量をもって規制する方法をいう。濃度規制と対比される概念。県では令和4年10月に、令和6年度を目標年度とした第9次水質総量削減計画を策定し、東京湾に流入する汚濁物質の量を規制している。平成29年9月から新しい総量規制基準が適用されている。
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②化学的酸素要求量

③窒素含有量 ④りん含有量
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立入検査件数 排水検査件数 排水基準超過件数
行政措置

一時停止命令 改善命令 改善勧告 注 意

県 １，３１９ ３２５ ２８
（８．６％） ０ １

（０．３％） ０ ２６
（８．０％）

政令市等 ９５８ ８９５ １４８
（１６．５％） ０ ０ １

（０．１％）
１４７

（１６．４％）

合 計 ２，２７７ １，２２０ １７６
（１４．４％） ０ １

（０．１％）
１

（０．１％）
１７３

（１４．２％）

（１１）排水基準超過に対する行政措置状況（令和６年度）

※ （ ）内は排水検査件数に対する同欄件数の割合
※ 令和６年度の排水基準超過に対する行政措置を令和６年度及び令和７年度に行ったため、排水基準超過件数とその右欄の合計数は一致しない

流 域 名 関連流域市町村 生活排水対策重点
地域指定年月日

生活排水対策推進
計画策定年月

生活排水対策推進
協議会設置年月

不老川流域 川越市、所沢市、狭山市、入間市 平成３年８月９日
第１次 平成４年３月
第２次 平成１９年３月
第３次 平成２９年３月

平成５年４月

元小山川流域 本庄市、上里町 平成４年７月６日 平成５年３月 平成５年１０月
中川上流域 加須市、羽生市、久喜市 平成６年３月１０日 平成７年３月 平成８年３月
赤平川流域 秩父市、小鹿野町 平成１２年９月６日 平成１４年３月 平成１４年１１月
荒川上流域 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町 平成１４年２月１８日 平成１５年３月 平成１５年１１月
槻川・都幾川上流域 嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村 平成１４年１２月１９日 平成１６年３月 平成１７年２月

（１２）生活排水対策重点地域＊の指定状況（令和７年４月１日現在）
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生活排水対策重点地域
ハイライト表示
水質環境基準が達成されていない水域や、水質の保全を図ることが特に重要な水域で、生活排水による水質汚濁を防止するため、生活排水対策の実施を推進することが特に必要であるとして、水質汚濁防止法に基づき、知事が指定した地域をいう。



浄 化 槽 設 置 基 数 浄化槽整備事業（県費補助）
総設置基数（基） うち合併処理浄化槽（基） 合併処理浄化槽の割合（％） 市町村数 補助基数（基） 補助額（千円）

２７年度 ５０８，７９４ ２２３，２００ ４３．９ ４６＊３６ １，１７０ ４１９，０６３
２８年度 ５０１，８７６ ２２８，９７６ ４５．６ ４９＊３６ １，１５１ ３９２，９３６
２９年度 ５０１，６３６ ２３３，７３９ ４６．６ ４９＊３６ １，０９９ ３７３，９８９
３０年度 ４８１，０８８ ２３３，１２４ ４８．５ ４９＊３６ １，０５３ ３５７，２３２
令和元年度 ４７６，７２７ ２３７，２０６ ４９．８ ４８＊３６ １，０２１ ２６２，３６２
令和２年度 ４７０，９０７ ２３９，１６１ ５０．８ ４９＊３６ ８７６ ２２６，２９５
令和３年度 ４６８，９１２ ２４２，７４５ ５１．８ ４７＊３６ ８０６ １８６，２３３
令和４年度 ４７３，５０６ ２４７，３７５ ５２．２ ４９＊３６ ７２６ １６８，５２９
令和５年度 ４７３，７７６ ２５１，２５５ ５３．０ ４７＊３６ ５９７ １３８，０３７
令和６年度 ４７４，５９３ ２５４，４６９ ５３．６ ５０＊３６ ４２０ ９８，１４６

（１３）浄化槽＊設置基数及び浄化槽整備事業の推移

＊３６ 皆野・長瀞下水道組合含む

平成１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度
整備
状況

処理人口（万人） ５１１ ５１８ ５２６ ５３３ ５４２ ５４８ ５５３ ５６７ ５７３ ５７９
処理面積（㎢） ５９９ ６０８ ６２２ ６３３ ６４４ ６５４ ６６５ ６７３ ６７９ ６８８

処理人口普及率（％） ７２．９ ７３．５ ７４．５ ７５．２ ７６．１ ７６．７ ７７．４ ７７．９ ７８．６ ７９．２
処理面積整備率（％） １５．８ １６．０ １６．４ １６．７ １６．９ １７．２ １７．５ １７．７ １７．９ １８．１

（１４）下水道普及状況

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
整備
状況

処理人口（万人） ５８４ ５９０ ５９５ ５９９ ６０５ ６０９ ６１２ ６１３ ６１６ ６１９
処理面積（㎢） ６９４ ７０３ ７０９ ７１６ ７２２ ７２８ ７３５ ７４０ ７４４ ７５２

処理人口普及率（％） ７９．７ ８０．３ ８０．８ ８１．２ ８１．９ ８２．４ ８２．９ ８３．２ ８３．６ ８４．０
処理面積整備率（％） １８．３ １８．５ １８．７ １８．９ １９．０ １９．２ １９．３ １９．５ １９．６ １９．８
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浄化槽
ハイライト表示
し尿・生活雑排水（炊事、洗濯、入浴等の排水）を沈殿分離や微生物の作用による腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、それを消毒し、公共用水域等へ放流する施設をいう。し尿のみを処理する施設を単独処理浄化槽、し尿及び生活雑排水を一緒に処理する施設を合併処理浄化槽という。なお、法令上の用語としては、浄化槽とは合併処理浄化槽のみを指す。



ときがわ町

ふじみ野市

　　※　単独公共下水道は、一部事務組合が事業主体となる下水道を含む。
（坂戸、鶴ヶ島下水道組合、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合及び皆野・長瀞下水道組合の３組合）

（１５）埼玉県流域下水道＊・公共下水道＊計画現況（令和７年４月１日現在）
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流域下水道
ハイライト表示
2以上の市町村からの下水を受け処理するための下水道で、終末処理場と幹線管渠からなり、県が建設し管理を行う。

公共下水道
ハイライト表示
市街地の雨水を速やかに河川等へ排除し、また、家庭や工場から排水される汚水を集め終末処理場で処理し河川等に放流するもので、市町村が建設・管理する下水道。



流域名

項目 事業着手
年月日

処理開始
年月日

全 体 計 画 現 況
処理能力
（㎥/日）

処理区域内
人口（人）

処理能力
（㎥/日）

処理水量＊３７
（㎥/日）

処理区域内
人口（人）処理場

荒川左岸南部 荒川水循環センター 昭和４２年
３月２７日

昭和４７年
１０月１日

８８２，８００
８系列 １，７３７，９３０ ９５５，８００

８系列 ６８８，７４３ ２，０００，６５９

荒川左岸北部 元荒川水循環センター 昭和４６年
１２月１３日

昭和５６年
４月１日

２３３，１００
５系列 ４３４，３００ １６６，２００

３．５系列 １４３，４８２ ３３８，２７１

荒川右岸
新河岸川水循環センター 昭和４６年

１２月１３日
昭和５６年
４月１日

７８９，９００
８系列

１，５７４，０９０

６９７，９００
５系列 ５４０，４４７

１，６４５，５７７
新河岸川上流水循環センター － 平成１８年

４月１日 ３系列 ３４，２００
１系列 ３６，１７１

中川 中川水循環センター 昭和４８年
３月２９日

昭和５８年
４月１日

７６５，０００
１４系列 １，４５４，０００ ６１３，２００

９系列 ４３３，８９６ １，４３４，０３５

古利根川 古利根川水循環センター 昭和５２年
９月１７日

昭和５８年
４月１日

８８，２２０
４系列 １２９，０１０ ６９，８００

３系列 ３９，２４１ １１０，９７４

荒川上流 荒川上流水循環センター 昭和６１年
３月１５日

平成４年
４月１日

１６，６００
３系列 ２５，５２０ １０，６０１

１．５系列 ６，４７３ ２０，８２３

市野川 市野川水循環センター 平成元年
１０月３日

平成６年
４月１日

２２，８００
４系列 ４２，２００ １７，６００

３系列 １２，９３９ ３８，８２３

利根川右岸 小山川水循環センター 平成１７年
３月１４日

平成２１年
４月１日

４１，４００
３系列 ６０，５４９ ３０，０００

２系列 １５，０６９ ５５，９５４

計 － － － ２，８３９，８２０ ５，４５７，５９９ ２，５９５，３０１ １，９１６，４５９ ５，６４５，１１６

（１６）流域下水道の計画と現況（令和７年３月３１日現在）

＊３７ 処理水量は令和６年度実績（日平均）であり、計欄は各流域処理水量（㎥/日）の合計値である。
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油類の流出
69件

（５４.３%）
魚類のへい死
１０件
(７.９％）

着色水・濁水
３7件

（２９.１%）

その他
1１件

（８.7%）

現象別件数
1２７件
（１００%）

不明
９件

（９０.0%）

魚類のへい死
１０件

（１００%）

水位低下
１件

（1０.０%）

油類の流出
69件

（１００%）

不法投棄
3件

（4.3%）

工事現場
１件

（１.４%）

交通事故
2２件

（3１.９%）

工場・事業場等
からの排水
２０件

（2９.０%）

不明
2３件

（3３.３%）

（１７）異常水質事故の現象別発生件数（令和６年度） （１８）異常水質事故における魚類のへい死の発生
原因内訳（令和６年度）

（１９）異常水質事故における油類の流出の発生原因
内訳（令和６年度）

※ 端数処理により、合計が合わない場合がある。
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（２０）県内の雨水・再生水利用施設の設置年度別新規設置数

設置年度
施設区分

Ｈ２５
まで Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 計

１．雨水のみ利用 ４９８ ３７ １６ ５ １１ ５ ６ ７ １ ０ ３ ５８９
２．建物から発生した排水を自家処理し、再利用 ４２ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４３
３．複数の建物から発生した排水を一つの処理施設で浄
化し、再利用 １６ ２ ０ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２１

４．下水処理場で処理した下水再生水を利用 １８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １８
計 ５７４ ３９ １６ ７ １３ ５ ６ ７ １ ０ ３ ６７１

令和６年度全国水需給動態調査（国土交通省） （Ｒ６．３月末時点）
※ ２．及び３．は雨水と再生水を併用している施設を含む

（２１）県内の雨水・再生水利用施設の利用目的別件数

利用目的

施設区分
水洗トイレ 散水 冷却・

冷房

洗車・
洗浄・
清掃

修景 消防 その他 施設数

１．雨水のみ利用 ３０６ ３１９ １４ ８１ １６ ２５ ３８ ７９９
２．建物から発生した排水を自家処理
し、再利用 ３７ ９ ８ ８ ４ ０ ０ ６６

３．複数の建物から発生した排水を一
つの処理施設で浄化し、再利用 ２１ ０ ０ １ ０ ０ ０ ２２

４．下水処理場で処理した下水再生水
を利用 ２ １ １４ １７ ２ ０ ４ ４０

計 ３６６ ３２９ ３６ １０７ ２２ ２５ ４２ ９２７
令和６年度全国水需給動態調査（国土交通省） （Ｒ６．３月末時点）
※ 複数の用途に使用している施設が多く、雨水・再生水利用施設数と利用目的別件数の合計は一致しない。
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（２２）地域別地下水採取量 （単位：千㎥/日）

令和６年

水道用 建築物用 工業用 農業用 水産業 非常災害 その他 計

東部地域 ４５．８ ３．４ ７．５ ０．１ ０．０ ０．２ ２．２ ５９．２

中央部地域 １１６．５ ４．４ １８．７ ７．５ ０．０ ０．５ ６．２ １５３．８

西部地域 １０１．９ １１．３ ３１．４ ２８．０ ３．３ ０．０ ５．１ １８１．０

北東部地域 ３８．６ ３．０ １６．４ １１．４ １．６ ０．０ ２．５ ７３．５

比企地域 ２４．１ ０．７ ２．６ ０．１ ０．０ ０．０ ０．７ ２８．２

北部地域 １２４．９ ３．２ ４０．５ １０．０ ３．２ ７．０ ３．８ １９２．６

計
４５１．８ ２６．０ １１７．１ ５７．１ ８．１ ７．７ ２０．５ ６８８．３

６５．６％ ３．８％ １７．０％ ８．３％ １．２％ １．１％ ３．０％ １００．０％

※１ 水道用採取量は、条例に基づく採取量報告を集計した。規制対象外の地域については、採取量の提供を受けて集計した。
※２ 建築物用採取量は、条例又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律に基づく採取量報告を集計した。
※３ 工業用採取量は、条例又は工業用水法に基づく採取量報告を集計した。規制対象外地域については、経済構造実態値を用いた。
※４ 農業用、水産業、非常災害、その他の用途の採取量は、条例に基づく採取量報告を集計した。
※５ さいたま市（さいたま市生活環境の保全に関する条例）、川口市、草加市、戸田市、八潮市については、各市による集計結果を用いた。
※６ 四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。
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（２３）地盤沈下・地下水位観測所分布図（令和７年４月１日現在）

坂戸観測所 

所沢市 

本庄観測所 
上里観測所 

加須北観測所 

さいたま市 

川越市 

熊谷市 

川口市 

行田市 

秩父市 

上尾市 

 

飯能市 

加須市 

本庄市 

東松山市 

春日部市 

狭山市 

羽生市 

鴻巣市 

深谷市 

越谷市 

蕨市 戸田市 入間市 
朝霞市 

志木市 

和光市 
新座市 

桶川市 

久喜市 

北本市 

 

富士見市 三郷市 

蓮田市 
坂戸市 

幸手市 

鶴ヶ島市 

日高市 

吉川市 ふじみ野市 

白岡市 

三芳町 

毛呂山町 

越生町 

滑川町 

嵐山町 
小川町 

川島町 

吉見町 

鳩山町 
ときがわ町 

横瀬町 

皆野町 

長瀞町 

小鹿野町 

東秩父村 

 

 

上里町 

寄居町 

杉戸町 

 

所沢観測所 

三芳観測所 

川越観測所 

川越老袋観測所 

和光観測所 

浦和観測所 

大宮観測所 

岩槻観測所 

浦和東観測所 

戸田観測所 川口観測所 

草加観測所 八潮観測所

春日部中央観測所 

越谷観測所

越谷東観測所 

庄和観測所 

幸手観測所 
久喜観測所

北本観測所 

鴻巣観測所 

大里観測所 

熊谷観測所 

妻沼観測所 

行田観測所 

羽生観測所 

北川辺観測所 

大利根観測所 

栗橋観測所

鷲宮観測所 

川島観測所 

 

深谷北観測所 

騎西観測所 

神川観測所 

●・○は観測所
（○は、さいたま市の観測所）

は、テレメータ設置観測所   
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（２４）年間最大沈下量 経年変化

年次
年間最大
沈下量
（cm）

観測市町村 年次
年間最大
沈下量
（cm）

観測市町村 年次
年間最大
沈下量
（cm）

観測市町村

昭和３６年 １８．７

川口市

昭和５８年 ５．２ 久喜市（旧鷲宮町） 平成１７年 １．８ 久喜市（旧栗橋町）

３７年 ２３．６ ５９年 ６．０

久喜市（旧栗橋町）

１８年 １．９

加須市（旧大利根町）３８年 ２０．８ ６０年 ５．６ １９年 ２．７

３９年 １８．８ ６１年 ４．７ ２０年 １．１

４０年 １８．５ ６２年 ４．８ ２１年 １．６ 所沢市

４１年 １５．６ ６３年 ５．４ ２２年 ２．４
加須市

４２年 １６．５ 平成元年 ４．６ ２３年 １２．５＊３８

４３年 １６．０ 戸田市 ２年 ４．４ ２４年 ２．３ 幸手市

４４年 １３．８ 草加市 ３年 ４．２ ２５年 ２．３
加須市

４５年 ２０．９ 朝霞市 ４年 ４．７ 加須市（旧北川辺町） ２６年 １．２

４６年 １９．４ 新座市 ５年 ３．２
久喜市（旧鷲宮町）

２７年 １．０ 川越市

４７年 ２３．８

所沢市

６年 ４．８ ２８年 １．８
加須市

４８年 ２５．２ ７年 ４．４ 越谷市 ２９年 １．２

４９年 ２７．２ ８年 ４．０ 久喜市（旧栗橋町） ３０年 １．６ 久喜市

５０年 １４．７ ９年 ３．４
越谷市

令和元年 １．４ 本庄市

５１年 １４．１ １０年 ２．４ ２年 １．１ 加須市

５２年 ９．８ １１年 ３．３
久喜市（旧鷲宮町）

３年 １．１ 日高市

５３年 １２．５ 久喜市（旧鷲宮町） １２年 ２．９ ４年 １．０ 深谷市

５４年 ９．６ 久喜市（旧鷲宮町・旧栗橋町） １３年 ２．２ 越谷市 ５年 ２．１ さいたま市

５５年 ７．９
久喜市（旧鷲宮町）

１４年 ２．４ 加須市（旧北川辺町） ６年 ０．８ 本庄市

５６年 ６．７ １５年 ２．５ 所沢市

５７年 ５．３ 久喜市（旧栗橋町） １６年 ４．７ 越谷市
＊３８ 平成２３年３月１１日の東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動による地盤沈下の影響が大きいため参考値とする。
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（２５）利根川水系・荒川水系水資源開発施設現況図（令和７年４月１日現在）

参 画

吉見浄水場吉見浄水場吉見浄水場
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